
第12回定例公安委員会開催概要

開催年月日：令和５年３月29日（水）9:30～11:50

出 席 者 ○ 公安委員会…古澤利通委員長、蓬田勝美委員、佐藤千鶴子委員

○ 警 察 本 部…警察本部長、警務部長、生活安全部長、地域部長、刑事部長、
交通部長、警備部長、情報通信部長、首席監察官ほか

１ 報告事項

(1) 女性専用留置施設の新規開設について

警務部長から、４月１日、宇都宮東警察署に女性専用留置施設が新規開設されることについ
て報告があった。

委員から、既存の女性専用留置施設も活用しながら、女性留置人の収容先の選定について柔

軟な対応をお願いしたいとの意見があった。
(2) 栃木県警察学校入校式の実施について

警務部長から、４月７日に警察学校において、初任科第202期生・第203期生・一般職員初任

科第33期生の入校式が実施されることについて報告があった。
(3) 「110番映像通信システム」の本実施について

地域部長から、令和４年10月１日から試行運用中であった「110番映像通信システム」につい

て、４月１日から全国一斉で本実施に移行することについて報告があった。
委員から、今後も積極的な広報を行い、本システムを有効活用できるようにしていただきた

いとの意見があった。

２ 決裁事項

(1) 地方自治法第121条及び栃木県議会委員会条例第18条の規定に基づく委任の変更及び報告につ

いて
総務課次長から、地方自治法第121条及び栃木県議会委員会条例第18条の規定に基づく委任の

変更及び報告につい報告を受け、これを了承した。

(2) 栃木県警察本部及び警察署の警察職員の配置定員に関する規則の一部改正について
企画管理官から、栃木県警察本部及び警察署の配置定員に関する規則の一部改正について報

告を受け、これを了承した。

(3) 栃木県警察本部組織規則の一部改正について
企画管理官から、栃木県警察本部組織規則の一部改正について報告をけ、これを了承した。

(4) 栃木県個人情報保護条例廃止などに伴う関係規程の整備について

県民広報相談課長から、栃木県個人情報保護条例廃止などに伴う関係規程の整備について報
告を受け、これを了承した。

(5) 少年指導委員の委嘱について

人身安全少年課次長から、少年指導委員の委嘱について報告を受け、これを了承した。

(6) 猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会講師の委嘱について

生活環境課次長から、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会講師の委嘱について報告を受

け、これを了承した。

(7) 年少射撃資格の認定のための講習会講師の委嘱について

生活環境課次長から、年少射撃資格の認定のための講習会講師の委嘱について報告を受け、
これを了承した。

(8) 栃木県道路交通法施行細則等の一部改正について

交通事故抑止対策官から、栃木県道路交通法施行細則等の一部改正について報告を受け、こ
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れを了承した。

(9) 地域交通安全活動推進委員の任期満了に伴う辞職及び新委員の委嘱について
交通事故抑止対策官から、地域交通安全活動推進委員の委嘱について報告を受け、これを了

承した。

(10) 意見の聴取の開催について
交通聴聞官から、本日開催した意見の聴取に係る運転免許取消し処分対象者の処分事由及び

聴取結果について報告を受け、審議の上、５人に対する処分を決定した。

(11) 聴聞の開催について
交通聴聞官から、本日開催した聴聞に係る運転免許取消し処分対象者の処分事由及び聴聞結

果について報告を受け、審議の上、２人に対する対する処分を決定した。

(12) 意見の聴取、聴聞の日時決定について
交通聴聞官から、４月12日午前８時30分から運転免許取消し処分対象者10人に対する意見の

聴取を、同日午前９時00分から運転免許取消し処分対象者２人に対する聴聞を、それぞれ運転

免許管理課において開催することについて報告を受け、これを了承した。
(13) ストーカー規制法に基づく禁止命令及び警告の実施について（令和５年２月分）

人身安全少年課から、２月中におけるストーカー規制法に基づく禁止命令及び警告の実施状

況について報告があり、これを了承した。
(14) 令和５年２月中における風俗営業、古物営業、質屋営業、警備業、探偵業に係る専決事項等

の報告について

生活環境課から、２月中における風俗営業、古物営業、質屋営業、警備業、探偵業に係る専
決事項等の概要について報告を受け、これを了承した。

(15) 令和５年２月中における銃砲及び火薬類等に係る専決事項の報告について

生活環境課から、２月中における銃砲・火薬類等に係る専決事項について報告を受け、これ
を了承した。

(16) 警察官等の援助要求に対する回答について

捜査第三課から、警察法第60条第１項の規定に基づき、群馬県公安委員会から援助要求があ
り回答することについて報告を受け、これを了承した。

(17) 文書の収受について

公安委員会補佐室員から、３月16日付けで文書を収受したことについて報告を受け、これを
了承した。

(18) 文書の収受について

公安委員会補佐室員から、３月20日付けで文書を収受したことについて報告を受け、これを
了承した。


